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(57)【要約】
　ピープルムーバの伝動システムは、変速装置筐体(12)
と、変速装置筐体(12)の少なくとも一部を通って延伸し
て筐体に対して回転する主軸(30)と、変速装置筐体(12)
内に配設され、主軸(30)を回転させるように構成された
複数の歯車と、変速装置筐体(12)を構造体支持部(43)に
固定するように構成されたたわみ軸継手(40、42)とを備
えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変速装置筐体(12)と、
　該変速装置筐体(12)の少なくとも一部を通って延伸し、該筐体に対して回転する主軸(3
0)と、
　前記変速装置筐体(12)内に配設され、前記主軸(30)を回転させるように構成された複数
の歯車(82a、82b、82c、100a、100b、100c)と、
　前記変速装置筐体(12)を構造体支持部(43)に固定するように構成されたたわみ軸継手(4
0)とを含むことを特徴とするピープルムーバの伝動システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の伝動システムにおいて、前記たわみ軸継手(40)は、
　前記構造体支持部(43)に取り付けるように構成された固定基部(44)と、
　前記変速装置筐体(12)に取り付けるように構成された連結部(46)とを含み、
　該連結部(46)は前記固定基部(44)に回転可能に連結されていることを特徴とする伝動シ
ステム。
【請求項３】
　請求項２に記載の伝動システムにおいて、前記たわみ軸継手(40)はさらに、
　前記連結部(46)を前記固定基部(44)に連結させる軸(54)および軸受を含むことを特徴と
する伝動システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の伝動システムにおいて、前記軸受は、玉軸受、円筒状ころ軸受、また
は球面ころ軸受を含むことを特徴とする伝動システム。
【請求項５】
　請求項２ないし４のいずれかに記載の伝動システムにおいて、前記たわみ軸継手(40)は
、
　前記固定基部(44)に配設された第１および第２の突縁(52)と、
　前記連結部(46)に配設された軸受と、
　第１および第２の突縁(52)ならびに前記軸受まで伸びる軸(54)とを含むことを特徴とす
る伝動システム。
【請求項６】
　請求項５に記載の伝動システムにおいて、前記軸受は、玉軸受、円筒状ころ軸受、また
は球面ころ軸受を含むことを特徴とする伝動システム。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかに記載の伝動システムにおいて、前記主軸(30)は第１の軸
線(74)を中心に回転し、前記たわみ軸継手(40)は、第１の軸線(74)に実質的に平行な第２
の軸線(76)を中心に屈曲可能であることを特徴とする伝動システム。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の伝動システムにおいて、前記主軸(30)の回転が前
記変速装置筐体(12)にトルクを与え、前記たわみ軸継手(40)は該トルクの方向に屈曲する
ように構成されていることを特徴とする伝動システム。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれかに記載の伝動システムにおいて、該システムはさらに、前
記変速装置筐体(12)を前記構造体支持部(43)に固定するように構成された第２のたわみ軸
継手(42)を含むことを特徴とする伝動システム。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれかに記載の伝動システムにおいて、前記変速装置筐体(12)は
実質的に矩形であり、該筐体は、
　第１の取付位置(84、86)を画成する上壁(14)と、
　第２の取付位置(88、90)を画成する下壁(16)とを含み、
　前記たわみ軸継手(40、42)は、第１の取付位置(84、86)または第２の取付位置(88、90)
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に入替え可能に取り付けることができることを特徴とする伝動システム。
【請求項１１】
　請求項10に記載の伝動システムにおいて、前記変速装置筐体(12)は、実質的に前記上壁
(14)と前記下壁(16)との間に中心線(92)を画成し、前記主軸(30)は、該中心線(92)と交差
する第１の軸線(74)を中心として回転することを特徴とする伝動システム。
【請求項１２】
　請求項11に記載の伝動システムにおいて、前記変速装置筐体(12)は、出力軸(96)を有す
る主駆動モータ(15)を該変速装置筐体(12)に連結するように構成されたモータ台(13)を含
み、該モータ台(13)は、前記主駆動モータ(15)の出力軸(96)が前記変速装置筐体(12)の中
心線(92)と交差するように配置されていることを特徴とする伝動システム。
【請求項１３】
　請求項１ないし12のいずれかに記載の伝動システムにおいて、該システムはさらに、前
記主軸(30)に取り付けられた踏み板チェーンスプロケット(32)を含むことを特徴とする伝
動システム。
【請求項１４】
　請求項１ないし13のいずれかに記載の伝動システムにおいて、該システムは、前記変速
装置筐体(12)内に設けられた複数の歯車(82a、82b、82c、100a、100b、100c)を含み、該
複数の歯車(82a、82b、82c、100a、100b、100c)は、１つまたは複数の主駆動モータ(15、
42)の回転を前記主軸(30)に伝達することを特徴とする伝動システム。
【請求項１５】
　請求項１ないし14のいずれかに記載の伝動システムにおいて、該システムはさらに、前
記構造体支持部(43)に取り付けるように構成された軸受ブロック(80)を含み、前記変速装
置筐体(12)および該軸受ブロック(80)のみで前記主軸(30)を支持することを特徴とする伝
動システム。
【請求項１６】
　請求項１ないし15のいずれかに記載の伝動システムにおいて、前記たわみ軸継手(40)は
、該たわみ軸継手(40)が前記主軸(30)の下に位置するように前記変速装置筐体(12)と前記
構造体支持部(43)との間に取り付けられていることを特徴とする伝動システム。
【請求項１７】
　請求項16に記載の伝動システムにおいて、前記主軸(30)は第１の軸線(74)を中心として
回転し、前記たわみ軸継手(40)は、第１の軸線(74)に実質的に平行な第２の軸線(76)を中
心として屈曲可能であり、該たわみ軸継手(40)は、前記変速装置筐体(12)と前記構造体支
持部(43)との間に取り付けられて、第１の軸線(74)および第２の軸線(76)が同じ垂直面に
沿って水平に延伸していることを特徴とする伝動システム。
【請求項１８】
　前記請求項のうち請求項９に従属する請求項のいずれかに記載の伝動システムにおいて
、前記たわみ軸継手(40)は、前記変速装置筐体(12)と前記構造体支持部(43)との間にあっ
て前記主軸(30)の半径方向において第１の距離だけ該主軸(30)から離れた位置に取り付け
られ、第２のたわみ軸継手(42)は、前記変速装置筐体(12)と前記構造体支持部(43)との間
にあって前記主軸(30)の半径方向において第２の距離だけ該主軸(30)から離れた位置に取
り付けられ、第２の距離は第１の距離より実質的に長いことを特徴とする伝動システム。
【請求項１９】
　請求項１ないし18のいずれかに記載の伝動システムを含むピープルムーバ。
【請求項２０】
　請求項19の伝動システムを含むピープルムーバにおいて、該ピープルムーバはトラスレ
ス・ピープルムーバであることを特徴とするピープルムーバ。
【請求項２１】
　請求項19ないし20のいずれかに記載のピープルムーバにおいて、該ムーバはさらに踏み
板帯を含むことを特徴とするピープルムーバ。
【請求項２２】
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　請求項21に記載のピープルムーバにおいて、前記変速装置筐体(12)は前記踏み板帯の外
側に配設されていることを特徴とするピープルムーバ。
【請求項２３】
　請求項19ないし22のいずれかに記載のピープルムーバにおいて、前記たわみ軸継手(40
、42)はブラケットを含むことを特徴とするピープルムーバ。
【請求項２４】
　請求項19ないし23のいずれかに記載のピープルムーバにおいて、前記主軸(30)は、前記
変速装置筐体(12)に支持されて該筐体に対して回転することを特徴とするピープルムーバ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、一般には、例えばエスカレータや動く歩道などのピープルムーバに関す
るものである。具体的には、本特許出願は、ピープルムーバの耐荷重変速装置に関するも
のである。
【背景】
【０００２】
　エスカレータや動く歩道などのピープルムーバは、例えば建物の異なる階層間に架け渡
したトラスを備えていることが多い。しかし、特定の用途においては、トラスを必要とし
ないこともある。いずれにせよ、トラスが存在する場合、トラスは、踏み板、乗客、およ
びピープルムーバの他の構成要素の重量を支えている。通常、トラスは、例えば踏み板を
駆動し踏み板に搭乗した乗客を運ぶ動的に変化する力などのピープルムーバの動荷重も支
える。例えば、特定の実施例では、主軸がトラスの上端またはその近傍に取り付けられて
いる。これにより、主駆動装置／変速装置は、主軸に動力を直接または間接的に伝達する
。トラスを使用して主軸を支持する場合、変速装置の設置が複雑になり、そのうえ／また
は変速装置を設置可能な場所が制限される。
【概要】
【０００３】
　本発明は、ピープルムーバ用の改良された伝動システム、および改良されたピープルム
ーバを提案することを目的とする。とりわけ、従来のピープルムーバにおける障害、およ
び本発明に関する記載のなかで後述する問題点を解消することを目的とする。また、使用
中に発生する様々な環境および／または状況に対する伝動システムの適応性を１つ以上の
方法で改善することを目的とする。とくに、変速装置、モータおよび主軸の位置に融通性
を持たせることを目的とする。
【０００４】
　とりわけ、踏み板帯を駆動して何らかの乗客を運ぶ際に変速装置に加わる力および／ま
たはトルク負荷に対応できるよう伝動システムの設置に柔軟性のある有利な実施形態を提
示する。とくに、次のような有利な実施形態も提示する。すなわち、場合によってはトラ
スで主軸を支える必要すら無くして「トラスレス」ピープルムーバが実現可能となるよう
に、トラス構造体への依存性を低減することができる。さらに、とりわけ伝動システムを
様々な方法で交換可能に取付けできるような有利な実施形態を提示する。
【０００５】
　提案するピープルムーバの新規の伝動システムは、変速装置筐体と、変速装置筐体内の
少なくとも一部を通って延伸し筐体に対して回転する主軸と、変速装置筐体内に配設され
て主軸を回転させるように構成された複数の歯車と、変速装置筐体を構造体支持部に固定
するように構成されたたわみ軸継手とを備えている。他の態様、目的および利点、ならび
に具体的な実施例となる構造および機能については、本願の明細書、図面および具体例を
考察することで理解できるであろう。
【０００６】
　好適な一実施形態において、たわみ軸継手は、構造体支持部に取り付けるように構成さ
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れた固定基部と、変速装置筐体に取り付けるように構成された連結部とを備え、連結部は
固定基部に回転可能に連結されている。そのため、たわみ軸継手は、必須ではないが好適
には、連結部を固定基部に連結させる軸および軸受を備えている。好ましくは、軸受は、
玉軸受、円筒状ころ軸受、または球面ころ軸受からなる。よって、たわみ軸継手はさらに
、必須ではないが好適には、固定基部に配設された第１および第２の突縁と、連結部に配
設された軸受と、第１および第２の突縁ならびに軸受を通って延伸する軸とを備えている
。好ましくは、軸受は、玉軸受、円筒状ころ軸受、または球面ころ軸受からなる。
【０００７】
　好適な一実施形態において、主軸(30)は第１の軸線を中心として回転し、たわみ軸継手
は、第１の軸線に実質的に平行な第２の軸線を中心に屈曲可能である。
【０００８】
　好適な一実施形態において、主軸の回転によって変速装置筐体にトルクが与えられ、た
わみ軸継手はトルク方向に屈曲するように構成されている。
【０００９】
　好適な一実施形態において、伝動システムはさらに、変速装置筐体を構造体支持部に固
定するように構成された第２のたわみ軸継手を備えている。
【００１０】
　好適な一実施形態において、変速装置筐体は実質的に矩形であり、第１の取付位置を画
成する上壁と、第２の取付位置を画成する下壁とを備え、たわみ軸継手は、第１の取付位
置または第２の取付位置に入替え可能に取り付けることができる。
【００１１】
　好適な一実施形態において、変速装置筐体は実質的に上壁と下壁との中間に中心線を画
成し、主軸は、中心線と交差する第１の軸線を中心に回転する。
【００１２】
　好適な一実施形態において、変速装置筐体は、出力軸を有する主駆動モータを変速装置
筐体に連結させるように構成されたモータ台を備え、モータ台は、主駆動モータの出力軸
が変速装置筐体の中心線と交差するように配置されている。
【００１３】
　好適な一実施形態において、伝動システムは、主軸に取り付けられた踏み板チェーンス
プロケットを備えている。
【００１４】
　好適な一実施形態において、伝動システムは、変速装置筐体内に設けられた複数の歯車
を備え、これら複数の歯車は主駆動モータの回転を主軸に伝達する。
【００１５】
　好適な一実施形態において、伝動システムは、構造体支持部に固定するように構成され
た軸受ブロックを備え、変速装置筐体および軸受ブロックはこれらのみで主軸を支持する
。
【００１６】
　好適な一実施形態において、たわみ軸継手は、たわみ軸継手が主軸の下側に位置するよ
うに変速装置筐体と構造体支持部との間に取り付けられている。
【００１７】
　好適な一実施形態において、主軸(30)は第１の軸線を中心として回転し、たわみ軸継手
(40)は、第１の軸線に実質的に平行な第２の軸線を中心として屈曲可能であり、たわみ軸
継手は、変速装置筐体と構造体支持部との間に取り付けられて、第１の軸線および第２の
軸線が同じ垂直面に沿って水平に延伸している。
【００１８】
　好適な一実施形態において、たわみ軸継手は、変速装置筐体と構造体支持部との間にあ
って主軸の半径方向において第１の距離だけ主軸から離れた位置に取り付けられ、第２の
たわみ軸継手は、変速装置筐体と構造体支持部との間にあって主軸の半径方向において第
２の距離だけ主軸から離れた位置に取り付けられ、第２の距離は第１の距離より実質的に
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長い。
【００１９】
　やはり提案する新規のピープルムーバは、上述したような、または請求項１もしくは請
求項２ないし18の何らかの組合せなど本出願の他の箇所で述べるような伝動システムを備
えている。その伝動システムは、上述の好適な特徴事項を１つ以上の何らかの組合せを含
む。
【００２０】
　好適な一実施形態において、ピープルムーバはトラスレス・ピープルムーバである。
【００２１】
　好適な一実施形態において、ピープルムーバは踏み板帯を備えている。
【００２２】
　好適な一実施形態において、変速装置筐体は踏み板帯の外側に配設されている。
【００２３】
　好適な一実施形態において、たわみ軸継手はブラケットを備えている。
【００２４】
　好適な一実施形態において、主軸は、変速装置筐体に支持されて筐体に対して回転する
。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　上述の本発明の態様および他の特徴および利点は、以下の図面により明確となろう。図
中、同様の参照番号は概して、同じ要素、機能的に類似の要素、および／または構造的に
類似の要素を示す。
【図１】ピープルムーバの変速装置の一実施形態を示す側面図である。
【図２】図１の変速装置の断面図である。
【図３】図１の第１のたわみ軸継手の一実施形態を示す斜視図である。
【図４】図１の第２のたわみ軸継手の一実施形態を示す側面図である。
【図５】図１の第２のたわみ軸継手の一実施形態を示す断面図である。
【図６】図１の第２のたわみ軸継手の一実施形態を示す斜視図である。
【図７】図１の変速装置を軸受ブロックの一実施形態とともに示す側面図である。
【図８】図７の軸受ブロックを示す部分拡大図である。
【図９】図７の断面図である。
【図１０】図１の変速装置の内部歯車を示す内部側面図である。
【図１１】ピープルムーバの変速装置の第２の実施形態を示し、内部歯車を点線で示した
側面図である。
【図１２】図１１の変速装置が組み込まれたピープルムーバ、具体的にはエスカレータの
側面図である。
【図１３】モータ台に固定した駆動モータの一実施形態とともに図１の変速装置を示す側
断面図である。
【詳細な説明】
【００２６】
　本発明の実施形態について、以下に詳細に述べる。実施形態の説明を行うにあたり、内
容を明確にするために専門用語を用いる。しかし、本発明は、こうして選定した専門用語
に限定することを意図するものではない。他の同様の部材を採用して、本発明の精神と範
囲を逸脱せずに他の方法を創出できることは、当業者に明白であろう。本明細書で引用す
る参考文献はすべて、それらを個々に組み込んだ場合と同様に、本明細書中に参照により
組み込まれる。
【００２７】
　本出願は、エスカレータまたは動く歩道などのピープルムーバの伝動システムに関する
。実施形態によると、伝動システムは、主駆動モータ（例えば交流電動機または直流電動
機）から踏み板チェーンに動力を伝達して各踏み板または歩道を前進させる変速装置を備
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えている。本変速装置は、「耐荷重型」変速装置でよい。これは、変速装置自体が主軸と
、踏み板チェーンスプロケットによって主軸に掛かるトルク／力荷重とを支えて、踏み板
チェーンスプロケットが踏み板を駆動し乗客を運ぶ。従来の伝動システムとは異なり、本
変速装置はトラスによって主軸を支えなくてよいため、「トラスレス」ピープルムーバを
可能にし、および／または旧式のピープルムーバを改装する際に、変速装置および主軸の
配置に融通性を持たせることができる。
【００２８】
　図１を参照すると、変速装置10の一実施形態を示している。変速装置10は、歯車、軸お
よび軸受などの変速装置の内部構成部品を保持して支持する変速装置筐体12を備えていて
もよく、これについては後で詳細に述べる。非限定的実施形態によると、変速装置筐体は
全体が矩形であるが、それ以外の形状でもよい。図１に示すように、変速装置筐体12は、
上壁14、下壁16、端壁18、20、および対向する側壁22、24（図２の断面図に表示）を備え
ていてもよい。
【００２９】
　図１および図２を参照すると、変速装置筐体12は、主駆動モータ（例えば、交流または
直流電動機）を筐体12にて支持するモータ台13を備えていてもよい。モータ台13は、取付
板、穴、ねじ穴、または当該分野で公知の他の構造体で構成してもよく、これにより主駆
動モータ15（例えば図７を参照）を変速装置筐体へ容易に固定することができる。図１３
は、ねじ式緊締具17を用いてモータ台13に取り付けられた駆動モータ15の実施形態を示す
断面図であるが、それ以外の実施形態も可能である。
【００３０】
　再び図１および図２を参照すると、変速装置筐体12はさらに、例えば側壁22、24を通っ
て横断方向に伸びる主軸30を筐体12にて支持する軸受26、28を備えていてもよい。主軸30
は、筐体12内に完全に、または部分的に延伸してもよい。変速装置筐体12内にある歯車に
よって動力を主駆動モータ15から主軸30に伝達でき、これについては以下に詳細に述べる
。踏み板チェーンスプロケット32、もしくは他の出力歯車を主軸30に連結させて、ピープ
ルムーバの踏み板またはパレットを駆動する。図１では、ブレーキ台34が変速装置筐体12
に固定されているが、ブレーキ台34に代わって第２のモータ台13を設けてもよく、あるい
は、ブレーキ台34およびモータ台13の位置を入れ替えてもよい。別の方法として、埃除け
カバー37を、図１３に示すようにブレーキ台34の代わりに使用してもよい。
【００３１】
　図２を参照すると、軸受26、28は、玉軸受、円筒状ころ軸受、球面ころ軸受、または他
のタイプの当該分野で公知の軸受または軸受筒からなるものでよい。図２をさらに参照す
ると、筐体12の実施形態では、主軸30を出力／踏み板チェーンスプロケット32の右手側（
図示のように）または左手側で入替え可能に装着するように構成して、変速装置10の設置
に柔軟性を持たせてもよい。
【００３２】
　図１を再度参照すると、ブラケットまたはマウントなどの１または複数のたわみ軸継手
40、42によって、変速装置10を構造体支持部43、例えばピープルムーバが配設されている
コンクリート床、構造体梁、桁、または他の建造物や環境物の一部などに取り付けてもよ
い。実施形態によると、構造体支持部43は、改装または更改される既存のピープルムーバ
のトラスさえも含んでよい。
【００３３】
　たわみ軸継手は、所望の方向に屈曲するか、そうでなければ偏向して、それ以外の方向
には実質的に剛性を維持し、踏み板帯の駆動および何らかの乗客の輸送時に変速装置10に
掛かる力および／またはトルク負荷に対応するように構成してもよい。それにより、変速
装置10に掛かる応力を減少でき、変速装置10、連結器、内部歯車、封止材および他の部材
の摩耗や裂傷を軽減でき、その結果、寿命が延びて、保守回数が減少できる。
【００３４】
　図３を参照すると、第１のたわみ軸継手40を示している。たわみ軸継手40は、屈曲しや
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すい状態で相互に連結された固定基部44および連結部46を備えていてもよい。例えば、実
施形態によると、連結部46は、１本以上の軸を中心として固定基部44に対して回転可能で
ある。固定基部44は、当該技術分野において公知の様々な緊締技術を用いて構造体支持部
に取り付けるように構成してもよい。例えば、図に示すように、１本または複数本のボル
ト48が構造体支持部の対応するねじ穴に係合しているが、溶接、接合およびリベット締め
などの他の技術を用いることもできる。同様に、連結部46も、１本以上のボルト50、また
は溶接、接合もしくはリベット締めなどの当該技術分野で公知の他の緊締具または接合技
術を用いて変速装置筐体12に取り付けるように構成してもよい。
【００３５】
　さらに図３を参照すると、固定基部44は、連結部46と相互に連結された１つまたは複数
の垂直突縁52を備えていてもよい。例えば、突縁52内で貫通穴が伸びて、連結部46の対応
する穴を通って伸びる軸54を挿入することができる。図３では、軸54はボルトとして示し
ているが、他の実施形態も可能である。軸受（図３では見えない）を連結部46に配置して
もよく、軸を挿入して、固定基部44と連結部46との回転連結を安定かつ滑らかにする。軸
受については、図４ないし図６に示す実施形態に関連してより詳しく述べる。軸受は図３
では連結部46内に配設されているが、これに代わって、もしくは追加的に、１つ以上の軸
受を固定基部44の突縁52に設けて軸54を挿入してもよいであろう。また、ピボットヒンジ
の代わりに別のタイプの屈曲性連結部を用いてもよい。例えば、エラストマまたは弾性プ
ラスチック材などの一体成形ヒンジを連結部46と固定基部44の間に延伸させてもよい。ま
た別の方法として、連結部46および固定基部44を一体構造にして、小寸法の領域で一体成
形ヒンジを構成するようにしてもよい。本開示に基づいて、筐体12と固定基部44との間に
屈曲性連結を形成するような他の構造体を実現可能なことは、当業者の理解の及ぶところ
であろう。
【００３６】
　図４、図５および図６は、第２のたわみ軸継手42の実施形態を示す。第２のたわみ軸継
手42は、大きさ以外、第１のたわみ軸継手40と実質的に同じである。例えば、第２のたわ
み軸継手42は、突縁58を有する固定基部56、および固定基部56に屈曲連結された連結部60
を備えていてもよい。固定基部56は、ボルト62もしくは他の緊締具、または溶接、接合も
しくはリベット締めなどの当該技術分野で公知の結合技術を用いて支持面に取り付けても
よい。連結部60は、同様に、ボルト64、または当該技術分野で公知の緊締具もしくは結合
技術を用いて変速装置筐体12に取り付けてもよい。
【００３７】
　とくに図５を参照すると、連結部60と固定基部56との結合の一実施例を示している。図
示のとおり、連結部60は、軸受68（例えば、玉軸受、円筒状ころ軸受、球面ころ軸受）、
軸受筒、または他の構造体を支持する突縁66を備えていてもよい。図に示す実施例では、
軸受68はスナップリングを介して突縁の穴に固定されているが、他の実施形態も可能であ
る。軸70は、突縁58の穴を通り、さらに軸受68を通って延伸し、連結部60を固定基部56に
連結することができる。連結部60は、軸70の軸線72を中心として固定基部56に対して回転
可能であり、その際、他の方向の動きは実質的に制限されている。あるいは、別のタイプ
の軸受または連結部を用いて、連結部60が別の軸または様々な軸線を中心として固定基部
56に対して動けるようにしてもよい。また、これに加えて、あるいはこれに代わって、軸
受を突縁58に設けて軸70を支持してもよい。
【００３８】
　再び図１を参照すると、第１のたわみ軸継手40は実質的に主軸30に沿って下壁16に配設
してもよい。さらに、第２のたわみ軸継手42は、第１のたわみ軸継手40から少し離して、
例えば実質的に端壁18に隣接して下壁16に配設してもよく、また他の位置に配することも
可能である。
【００３９】
　図１と図２を併せて参照すると、主軸30は、主軸30の回転中心となる軸線74を画成する
ことができる。第１のたわみ軸継手40も、連結部46の回転中心となる軸線76を画成するこ
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とができる（上述の第２のたわみ軸継手42に関する説明を参照のこと）。一実施形態によ
ると、主軸30の回転軸74は、軸線74および／または軸線76に実質的に平行でよく、これに
より、たわみ軸継手40、42は、負荷が掛かった状態のときに回転する主軸30によって変速
装置筐体12に加わるトルクに応じて屈曲する。
【００４０】
　図７および図８を参照すると、変速装置10は、主軸30の反対側の端部を支持する軸受ブ
ロック80とともに示されている。いくつかの実施形態によると、変速装置10を２台以上使
用してもよい（例えば、実質的に主軸30の両側に配設する）。ただし、他の例では、軸受
ブロック80は、例えば図９に示すように、主軸30における変速装置10の支持しない側の端
部を支持しなければならない場合もある。軸受ブロック80は、例えばボルト、リベット、
溶接、接合、または他の当該技術分野で公知の手法によって構造体支持部43に固定しても
よい。図に詳しく示していないが、軸受ブロック80は、主軸を挿入してこれを支持し軸受
ブロックに対して回転可能にする軸受、軸受筒、または他の構造体を備えてもよい。図７
では、主駆動モータ13およびブレーキ台34の位置が逆で、駆動モータ13が変速装置筐体12
の上部近くに位置している。このような変更は、例えば特定の設置におけるスペースの制
約に適合させる場合に行ってもよい。
【００４１】
　図９は、変速装置10、主軸30、および軸受ブロック80の全体的な断面図である。非限定
的な実施形態によると、変速装置10と軸受ブロック80はともに、主軸30を支持する何らか
の支持構造体を別に設けることなく、主軸30を支持できる。また、変速装置10が２台以上
でも、ともに、主軸30を支持する何らかの支持構造体を別に設けることなく、主軸30を支
持することが可能である。しかし、当業者であれば本開示から十分に理解できることであ
るが、必要に応じて支持体を追加的に用いてもよい。変速装置10の各実施形態であれば、
トラスに頼らずとも主軸30を支持できるため、変速装置10の設置場所の自由度が高まり、
例えば、踏み板帯の外側（例えばスプロケット32、32’の外側）に配置することも可能で
あり、以後の保守の際、アクセスが容易になる。しかし、当業者には理解の及ぶことであ
ろうが、変速装置10は、踏み板帯の内側などの別の場所も可能である。
【００４２】
　図１０は、変速装置筐体12の内部図である。図示の実施例には、２台の主駆動モータ42
が含まれている。図１０は、主駆動モータ42から主軸30に回転を伝達する歯車列82a、82b
、82cの実施例を示している。歯車列82a、82b、82cは、変速装置筐体内の軸および軸受に
、あるいは当該技術分野で公知の他の構造体に取り付けてもよい。本発明に従って様々な
異なる歯車および歯車の組合せを用いて、動力を主駆動モータから主軸30に伝達できるこ
とは、当業者であれば本開示に基づいて理解の及ぶことであろう。
【００４３】
　図１０をさらに参照すると、変速装置筐体12の実施形態は上壁14から下壁16まで実質的
に対称であるため、変速装置10を異なる姿勢に転向させたり回転させたりして、様々な取
付け方に適応させることができる。上壁14は、たわみ軸継手40、42をそれぞれ収容する第
１の取付領域84、86を含む。同様に、下壁16は、たわみ軸継手40、42を収容するように構
成された第２の取付領域88、90を含み、軸継手40、42は、入替え可能な状態で上壁14また
は下壁16に取り付けられ、変速装置10の様々な取付姿勢に対応することができる。取付位
置84、86、88、90には、ねじ穴、穴、溶接用素地、またはたわみ軸継手40および／または
42の取付けを容易にする他の構造体が含まれていてもよい。
【００４４】
　図１１を参照すると、主駆動モータ15が変速装置筐体12の中心線92上に取り付けられた
変速装置10の実施形態を示している。例えば、主駆動モータ15は、中心線92と実質的に交
差する軸線96を画成する出力軸94を備えていてもよい。同様に、主軸30の軸線74も、中心
線92と実質的に交差していてもよい。この構成により上から下まで実質的に対称の変速装
置10が得られ、変速装置10が取り得る設置位置の自由度がいっそう高まる。図１１は歯車
列100a、100b、100cも示し、これらを使用して主駆動モータ42から主軸30に回転を伝達す
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ることできる。上述したように、歯車列100a、100b、100cは、変速装置筐体内の軸および
軸受、もしくは当該技術分野で公知の別の構造体に取り付けてもよい。本発明に従って様
々な異なる歯車および歯車の組合せを用いて、動力を主駆動モータから主軸30に伝達でき
ることは、当業者であれば本開示に基づいて理解できるであろう。
【００４５】
　図１２は、エスカレータの既存のトラス102に隣接して、例えば構造体支持部43に取り
付けられた変速装置10の実施形態を示す。変速装置10は対称という性質を持っているため
、簡単に前後または左右に転向でき、スプロケット32の位置を最適にしたり、および／ま
たは主駆動モータ13を適度な位置に配置したりすることができる。図１２は、トラス102
を使用したエスカレータに取り付けられた変速装置10を示す。しかし、トラス102を使用
して主軸30を支持するのに代わって、変速装置10自体で主軸を支持してもよく、これによ
り、主軸30や変速装置10の配置の融通性が高まり、および／または変速装置と主軸との間
の間接的な連結がなくなる。上述したように、いくつかの適用例ではトラスを一切用いな
い。ただし、このような適用例では、コンクリート床などの建物の一部で、踏み板と、例
えば踏み板行路に搭乗した乗客との重量を支える必要が生じることになる。
【００４６】
　本明細書に例を挙げて説明した実施形態は、本発明を構成して使用するのに本願発明者
が知る限りで最良の方法を当業者に教示することを目的としているにすぎない。本明細書
に記載の事項はいずれも、本発明の範囲を限定するものとみなすべきでない。提示した例
はいずれも代表的な例であり、非限定的である。上述した本発明の実施形態は、上記教示
に鑑みた当業者の理解に応じて、本発明から逸脱することなく改良または変更してもよい
。したがって、本願請求項およびそれと均等の事項の範囲内において、具体的に説明した
のとは別のやり方で本発明を実施してもよい。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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